




























平成３１年３月１５日  

 

 美瑛町議会議長 濱 田 洋 一 様 

 

平成３１年度美瑛町議会予算審査特別委員会  

委 員 長  佐  藤  晴  観  

 

   委員会審査報告書 

 

 本委員会に付託された事件は、審査の結果、次のとおり決定したので、美瑛

町議会会議規則第７７条の規定により報告します。 

 

事件の番号 件      名 審査の結果 

議案第１５号 平成３１年度美瑛町一般会計予算について 原案可決 

議案第１６号 
平成３１年度美瑛町老人保健施設事業特別会

計予算について 
原案可決 

議案第１７号 
平成３１年度美瑛町農業研修施設事業特別会

計予算について 
原案可決 

議案第１８号 
平成３１年度美瑛町水力発電事業特別会計予

算について 
原案可決 

議案第１９号 
平成３１年度美瑛町白金泉源事業特別会計予

算について 
原案可決 

議案第２０号 
平成３１年度美瑛町公共下水道事業特別会計

予算について 
原案可決 

議案第２１号 
平成３１年度美瑛町水道事業会計予算につい

て 
原案可決 

議案第２２号 
平成３１年度美瑛町立病院事業会計予算につ

いて 
原案可決 

 



意見書案第１号 

 

地方公務員法及び地方自治法の一部改正における会計年度任用職 

員の処遇改善と雇用安定に関する意見書について 

 

 上記について、美瑛町議会会議規則第１４条の規定により下記のとおり意 

見書を提出します。 

 

  平成３１年３月１５日 

 

提出者 議員  佐 藤 剛 敏 

賛成者 議員  京 屋 愛 子 

賛成者 議員  杉 山 勝 雄 

 

地方公務員法及び地方自治法の一部改正における会計年度任用職 

員の処遇改善と雇用安定に関する意見書 

 

 総務省調査によると、平成２９年度の北海道と道内市町村に働く臨時・非常

勤等職員は、延べ６万３千人にのぼり、その多くが恒常的業務に従事するなど、

地方行政の重要な担い手となっています。また、正規職員と同様の働き方にも

関わらず、年収は２００万程度と圧倒的に低く、休暇制度においても正規職員

との待遇差は大きくなっており、地方自治体における正規・非正規の賃金・労

働条件の格差は拡大する一方です。 

 こうした中、平成２９年５月１１日、地方公務員法及び地方自治法の一部改

正法が成立しました。新たな一般職非常勤職員である「会計年度任用職員」は、

非常勤職員を法的に位置づけるとともに、職務給の原則に基づき、常勤職員と

の均等待遇を求めています。 

 つきましては、行政サービスの質の確保と、臨時・非常勤等職員の待遇改善、

雇用安定の観点から、次のことが措置されるよう強く要望いたします。 

 

記 

 

１．各自治体において、地方公務員法及び地方自治法の改正趣旨が十分に反映

されるよう、必要な財源の確保について特段の配慮を行うこと。 

 

２．非正規労働者の格差是正を求める「同一労働同一賃金」の法改正の動向も

踏まえ、パートタイム労働法の趣旨を、「会計年度任用職員」に適用させる

よう法整備を図ること。 



３．パートタイムの「会計年度任用職員」に勤勉手当や退職手当の支給を認め

ていない地方自治法を改正すること。 

 

４．会計年度任用職員の処遇改善、雇用安定を図るため、任期の定めのない短

時間勤務職員制度の導入について検討を行うこと。 

 

以上、地方自治法第９９条の規定により提出する。 

  

 平成３１年３月１５日 

 

美瑛町議会議長 濱 田 洋 一   

 

 内閣総理大臣 殿 

 内閣官房長官 殿 

 総 務 大 臣 殿 

 財 務 大 臣 殿 

 厚生労働大臣 殿 



（別 紙） 

平成３１年３月１５日  

  

  議員の派遣について 

 

 次のとおり議員を派遣する。 

 

１ 全国森林環境税創設促進議員連盟臨時正副会長会議 

  （１）目  的  森林の公益的機能から、森林環境税の創設を求め 

町振興に資する。 

（２）派遣場所  東京都 ホテルルポール麹町 

（３）期  間  平成３１年３月２６日から３月２７日まで 

（４）派遣議員  杉山勝雄副議長 

 



平成３１年３月１５日  

 

 美瑛町議会議長 濱 田 洋 一 様 

 

総務文教常任委員会委員長  和 浩 幸  

 

   所管事務調査の申し出について 

 

 地方自治法第１０９条第２項の規定による所管事務調査を次のとおり行いたい

ので、美瑛町議会会議規則第７３条の規定により申し出ます。 

 なお、美瑛町議会会議規則第７４条の規定による委員派遣の承認並びに同規則第

７５条の規定による閉会中の継続調査の承認を得るようお取り計らい願います。 

 

記 

 

 １ 調 査 事 項  （１）総務課の所管に関すること。 

          （２）政策調整課の所管に関すること。 

          （３）税務課の所管に関すること。 

          （４）住民生活課の所管に関すること。 

          （５）保健福祉課の所管に関すること。 

          （６）教育委員会の所管に関すること。 

          （７）選挙管理委員会の所管に関すること。 

          （８）監査委員の所管に関すること。 

          （９）病院事業に関すること。 

          （10）総務文教に関すること。 

          （11）他の常任委員会に属さない事務 

 ２ 調 査 目 的  本調査を実施し、議案等の審査に資するものとする。 

 ３ 調 査 方 法  説明聴取、書類による調査、現地調査、委員の派遣 

 ４ 調 査 期 間  平成３１年３月定例議会から次期定例議会まで 

 ５ 委員派遣先  町内・道内・道外



平成３１年３月１５日  

 

 美瑛町議会議長 濱 田 洋 一 様 

 

産業経済常任委員会委員長 佐 藤 晴 観  

 

   所管事務調査の申し出について 

 

 地方自治法第１０９条第２項の規定による所管事務調査を次のとおり行いた

いので、美瑛町議会会議規則第７３条の規定により申し出ます。 

 なお、美瑛町議会会議規則第７４条の規定による委員派遣の承認並びに同規

則第７５条の規定による閉会中の継続調査の承認を得るようお取り計らい願い

ます。 

 

記 

 

 １ 調 査 事 項  （１）経済文化振興課の所管に関すること。 

          （２）農林課の所管に関すること。 

          （３）建設水道課の所管に関すること。 

          （４）農業委員会の所管に関すること。 

          （５）産業経済に関すること。 

 ２ 調 査 目 的  本調査を実施し、議案等の審査に資するものとする。 

 ３ 調 査 方 法  説明聴取、書類による調査、現地調査、委員の派遣 

 ４ 調 査 期 間  平成３１年３月定例議会から次期定例議会まで 

 ５ 委員派遣先  町内・道内・道外 



平成３１年３月１５日  

 

 美瑛町議会議長 濱 田 洋 一 様 

 

議会運営委員会委員長 福 原 輝美子  

 

   所管事務調査の申し出について 

 

 地方自治法第１０９条第３項の規定による所管事務調査を次のとおり行いた

いので、美瑛町議会会議規則第７３条第２項の規定により申し出ます。 

 なお、美瑛町議会会議規則第７４条の規定による委員派遣の承認並びに同規

則第７５条の規定による閉会中の継続調査の承認を得るようお取り計らい願い

ます。 

 

記 

 

 １ 調 査 事 項 （１）議会の運営等に関する事項 

（２）議会の会議規則、委員会に関する条例等 

         （３）議長の諮問に関する事項 

         （４）専決処分の委任に関する事項 

 ２ 調 査 目 的  本調査を実施し、議案等の審査に資するものとする。 

 ３ 調 査 方 法  説明聴取、書類による調査、現地調査、委員の派遣 

 ４ 調 査 期 間  平成３１年３月定例議会から次期定例議会まで 

 ５ 委員派遣先  町内・道内・道外 

 

 


